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肉豚

家畜共済の

特長 家畜共済は、畜産農家 へ安心をお届けします！

特長

１ 畜舎火災への備え

（例） 全焼し、種豚15頭、

肉豚150頭に被害が出た場合

火災リスクの高い分娩舎・育成舎にいる種豚、

肉豚について低額の掛金で大きな補償が得られ

る補償タイプがあります。

（♀） 15頭分の掛金

約２３００円

種豚

特長

２ 肉豚死亡への備え
離乳後から出荷までの肉豚が死亡してしまった際に

補償される補償タイプがあります。

掛金 約２００万円

1頭当たり支払共済金

肉豚 500頭の飼養規模

約14,400円

※Ｐ５＜表１＞補償内容「特定事故の死廃事故のみ」（補償割合８割）を選択した場合の１年間の掛金と支払共済金の概算です。

※Ｐ５＜表１＞補償内容「すべての事故」（補償割合８割）を選択した場合の１年

間の掛金と支払共済金の概算です。

特長

３
安心な公的制度

・死亡事故や病傷事故が発生した月の

２ヵ月後に共済金をお支払いします。

・掛金の約４割を国が負担するので、生産者様

の負担はぐっと小さくなります。
150頭分の掛金肉豚

約２，０２０円
※肉豚は、生後20日以上（離乳後）から対象となります。

（♀） 15頭

支払共済金

種豚

約１０８万円

150頭肉豚

支払共済金約２１６万円

※年間飼養計画での掛金となります。

予定していなかった導入等が期中に発生した場合は、掛金期間

終了後（期末）に実際の年間飼養頭数で共済価額を再算定（期

末調整）し掛金が変更になります。
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家畜共済の

制度説明 小さな負担で、大きな 安心を得ることができます。

掛金について

掛金は、選択する事故除外方式と付保割合等によって変わります。

掛金の約４割を国が負担しますので、生産者様の負担は大きく軽減されます。

掛金が一定額以上の場合、生計を共にしない第三者を保証人とすることで、掛金を４回に

分けて分割納入することができます（手数料等はかかりません）。

家畜共済は、原則１年間の契約となります。

個体の評価額について

個体の価値を示す額を評価額といい、種豚は雌雄別、肉豚は雌雄関係なく

固定額となります。
評価額は引受時に決定し、１年間変わりません。

危険段階別共済掛金率について

家畜共済では、過去１０年間の共済金支払実績から損害率を求め、その損害率に応じて

危険段階別共済掛金率を設定します。この危険段階の設定によって、損害率の低い加入

者は掛金が安くなり、損害率の高い加入者は掛金が高くなりますので、掛金負担の公平

性が保たれます。

事故が少なければ、掛金が安くなる仕組みを導入しています。

加入できる畜種について

加入する家畜区分ごとに、全頭加入が原則です。（包括共済）

種豚の死亡廃用共済と疾病傷害共済、肉豚を分けて加入することができます。

共済金の支払いについて

家畜共済は、家畜のための「生命保険」（＝死亡廃用事故）と「健康保険」

（＝病傷事故）を合わせた制度です。

豚が、死亡した場合（死亡事故）や、死に瀕していたり、特定の病気や怪我で獣医

師が治らないと判断した場合（廃用事故）に、共済金をお支払いします。

豚が、病気や怪我により獣医師の診療を受けた場合に、共済金をお支払いします。

加入時に病傷共済金支払限度額の範囲内で選択した共済金額まで支払われます。

国から示されている病傷給付基準に則り審査を行い、適正と判断された額をお支払い

します。例えば、予防のための処置は対象となりません。

※初診料を含む診療費の９割が支払共済金です。

損害に対しての補償になるため枝肉等が売れた場合や手当金が出た場合は、その金額が損

害額から控除されます。

死亡・廃用事故

病傷事故

種豚 死亡事故肉豚

種豚

評価額

１８ 万円 ×

＝
計算共済金

８.５ 万円

１ 万円

付保割合

５０ ％

計 算 例

評価額

１８ 万円 １ 万円

＝
純損害額

１７ 万円

純損害額計算共済金 と の金額が低い方が 支払共済金 となります。

残存物価額

手当金

（評価額１８万円の種豚が廃用になり枝肉等が１万円で売れた場合）

家畜区分の内訳については下表のとおりです。

１万８千円種豚 肉豚メス ９万０千円固定額

オス ２０万２千円

固定額

種豚

家畜区分
対象家畜

繁殖用の豚で出生後第５月の月の末日を経過した豚

疾病傷害共済死亡廃用共済

特定包括肉豚

種豚

- 生後第２０日以上（離乳してないときは離乳した日）の肉豚

死亡廃用共済は、加入申込時に年間飼養計画を申告いただき掛金の徴収を行いますが、掛

金期間満了後に年間飼養実績に基づき掛金を再算定し、差額を調整します。（種豚のみ）

ご加入いただく際には掛金と合わせて賦課金（事務手数料）を納めていただきます。

試算を希望される際には、お気軽に最寄りの支所までお問い合わせください。

残存物価額

手当金

                                                      3                                                                                                 4



家畜共済の

制度説明 経営状況にあわせて いろいろな選択ができます。

事故除外方式について

生産者様は、一定条件のもと給付対象となる事故を選択することができます。

すべてのタイプにおいて、特定事故が対象となります。
＜表１＞

火災による焼死

落雷による空調施設破損による熱射病死

大雪・地震の畜舎倒壊による圧死・打撲死

洪水・土砂崩れによる溺死・窒息死

法定・届出伝染病による死亡

特定事故の範囲

ＮＯＳＡＩの職員が確認することで、共済事故として取り扱うことができますので、確認するま

では搬出しないでください。

ＮＯＳＡＩへの報告について

事故発生の連絡について

一般の死廃事故を事故の対象としない「事故除外方式」で加入された場合は、特定事故（火

災・自然災害・伝染病）が発生した際に、必ず連絡してください。

判断に迷われる場合は、搬出前に必ず一報をお願いします。

以下の場合、ＮＯＳＡＩへ報告していただく必要があります。

死廃事故が発生した場合は、遅滞なくＮＯＳＡＩへ報告してください。

免責・待期間について

事故発生の連絡をせず、豚を農場から搬出してしまった場合は、当該豚の事故による共済

金が免責になります。

加入者が通常すべき管理等を怠ると、共済金が減額される場合があります。

種豚

肉豚

毎月１回、農場全体の頭数等を記載する定められた様式の月例報告書を提出いただきま

す。

家畜共済に加入いただいた日から２週間は、すべての個体について「待期間※」が適用さ

れ、その間は共済金が免責になります。

導入した場合、必ず導入した日から２週間の「待期間※」が適用され、その間は共済金が

免責になります。

肉豚の場合、事故除外を選択するためには、５年以上の飼養経験があり、飼養規模が２００頭以上である必要があります。

種豚の場合、事故除外を選択するためには、５年以上の飼養経験がある必要があります。

種豚

特定包括肉豚

100 100

2 1

92 -

補償内容

すべての事故

特定事故

の死廃事故のみ

補償

号数

-

４号イ

５号

死亡事故と1号～3号

以外の廃用事故のみ

死亡 廃用

特定事故

すべての事故を100としたときの掛金比率

○

×

○

○

×

○

種豚

４号ロ

○

△

大幅な異動とは、「農場を売買したとき」・「畜舎の棟数が増減したとき」・「畜舎の改築をした

とき（拡大又は縮小）」・「火災・自然災害又は伝染病による飼養頭数の減少を補い、経営規

模が縮小しないように導入したとき」・「家畜を飼養しなくなったとき」の場合等です。

死亡廃用共済で以下のような大幅な異動が発生した場合、速やかにＮＯＳ

ＡＩに報告する必要があります。

疾病傷害共済で以下のような異動が発生した場合で、共済金額の変更を希

望する際は異動日から２週間以内にＮＯＳＡＩに報告する必要があります。
共済金額を変更できる異動とは、「０頭で加入申込をした家畜区分の家畜を飼養するとき」・

「家畜を飼養しなくなったとき」の場合等です。

掛金の納入が正当な理由なく遅滞した場合は、遅滞している期間はすべての共済金が免

責になります。

※：以下の場合は待期間が除外されます。

①共済事故の原因が共済責任の始まった後に生じたことが明らかな場合

②導入した家畜が、他組合員において２週間以上共済関係に付されていて、譲渡後１週間以内に加入者

の共済関係に付された場合

１号廃用・・・疾病又は不慮の傷害（３号に掲げる疾病及び傷害を除く。）によって死に瀕したとき。

２号廃用・・・不慮の災厄によって救うことのできない状態に陥ったとき。

３号廃用・・・骨折、は行若しくは両眼失明その他農林水産大臣が指定する疾病もしくは不慮の傷害であって、治癒の見込み

のないものによって使用価値を失ったとき。

○ △

※肉豚の廃用事故については、共済事故の対象となりません。
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<金融サービス提供法に係る重要事項説明書>

（2026年)

家畜共済へのご加入にあたって

●NOSAIぐんまが保有する各種情報については、必要に応じてご契約者に公開し、健全な事業運営に努めます。
●加入申込書記載事項やその他知り得た個人情報は、NOSAIぐんまが引受の判断、共済金支払額の算定、各種サービス

●経営移譲などにより、加入している共済の名義に変更が生じた場合は、届出が必要となります。何らかの事情により、
名義を変更する事案が発生した場合は、まずは最寄りのNOSAIぐんままでご連絡ください。

の充実や提供のために利用します。また、本共済関係に関する個人情報は、他の共済事業の案内等のために業務に
必要な範囲で利用することがあります。

この説明書は、家畜共済へ加入される皆様にあらかじめご承知いただきたい重要事項です。
ご熟読をお願い申し上げます。

は農家のために!!

●農業保険事業は、ご契約者が不慮の事故によって受ける損失を補てんして農業経営の安定を図ることを目的とした
公的農業保険制度です。
●事業の運営は、NOSAIぐんまと国で行っています。ご契約者とNOSAIぐんまは共済関係を結び、NOSAIぐんまは
さらに国と保険関係を結ぶことにより危険分散を図っています。
●掛金は、ご契約者と国が拠出し、ご契約者が被害を受けたときは、拠出された掛金の中から共済金を支払います。
　なお、被害が少ないときは、将来の共済金支払財源等に充てるために積み立てられます。
　※掛金と一緒に賦課金（事務手数料）をご負担していただきます。
●ご契約者が通常すべき管理や損害防止を怠ったとき、損害発生の通知を怠ったとき、および故意・重大な過失に
よって事実に反する通知をした場合は、共済金支払額の全部または一部を支払わない場合があります。


